
府営公園内でのイベント開催について 

イベント開催には、原則として公園管理事務所の許可が必要です。 

申請手続や、実施条件、禁止事項など詳しくは下記をご覧ください。 
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■ 許可が必要な公園内利用 

公園内でのイベント開催について 下記のようなイベントを行う場合、事前に

公園管理事務所への相談・協議をお願いします。 

・広告の表示や業（仕事）として行う写真や映画の撮影  

・競技会、集会、展示会、音楽会、その他これらに類するイベント  

・その他公園の全部、または一部を独占して使用する大型イベント等  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

  

 

 

    

音楽イベント マルシェイベント 

ヨガイベント マラソンイベント 



 

■ 行為許可申請手続  

1.手続の流れ  

 

 

 

 

 

（参考）大阪府都市公園条例 

(行為の許可) 

第四条 都市公園において次に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなけ

ればならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。 

 一 はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。 

 二 業としてロケーション又は写真撮影をすること。 

 三 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部

又は一部を使用すること。 

 四 別表第一に掲げる公園施設を使用すること。 

２ 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出

しなければならない。ただし、前項第四号に該当する場合において規則で定める公園施

設を使用するときは、この限りでない。 

一 氏名、住所及び生年月日(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び生年月日

並びに事務所の所在地) 

二 行為の目的 

三 行為の期間 

四 行為を行う都市公園及び公園施設 

五 行為の内容 

六 前各号に掲げるもののほか、知事の定める事項 

３ 知事は、第一項各号に掲げる行為が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許

可を与えない。 

一 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二

条第二号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又はなるおそれ

があると認められるとき。 

二 前号に掲げるもののほか、公衆の都市公園の利用に支障を及ぼすと認められると

き。 

４ 知事は、第一項の許可に都市公園の管理上必要な条件を付することができる。 
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 ① 事前問合せ 

  実際に許可申請を行う前に、当施設の使い方の説明のほか、実施を検討して

いる内容を聞き取り、必要に応じてアドバイスを行う事前相談を行っていま

す。  

  初めて利用いただく場合や、新しいイベント等を行う場合は、まず事前相談

を行うようにお願いします。  

 ② 事前協議 

  主催者（共催者/後援者）、使用区域、使用日時、イベント内容（物品販売・ 

音響・火気使用）をお伝えいただき、公園管理者と協議を行ってください。開

催可能と見込まれましたら、事後の手続について案内します。 

 ③ 行為許可申請 

  ・受付時期  イベント２ヶ月前からイベント２週間前までの期間、受付が 

可能です。  

  ・受付方法 「行為許可申請書」の提出をお願いいたします。（持参、郵送） 

内容に応じた必要書類 （イベント企画書）、収支計画、関係法令の許可書等）

も提出ください。  

 

行為許可申請書（イメージ） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HP掲載用/（記入例）都市公園内行為許可申請書.pdf


イベント企画書（イメージ） 

 
  ・利用料金  使用面積、使用内容により利用料を算出します。 

  ④  申請内容確認 

    行為許可申請後、申請内容の確認を行います。 確認期間中に不明点があれ

ば、ヒアリングや打合せをお願いする場合があります。   

  ⑤  利用日当日（利用料金支払、許可書発行） 

 ・イベント当日、準備等開始前に管理事務所にてお支払いください。  

  ・利用料のお支払い後、許可書を発行します。 

  ・利用終了後は、清掃や仮設物の撤去など現状回復を行い、公園管理者から確

認を受けてください。  

 

2.許可にかかる利用料金など  

  許可に基づき、利用料金が必要です。内容に応じて、該当する利用料金を判断

いたします。 

  大型ステージなど仮設工作物を設けて公園を占用する場合、別途占用許可料

金が必要です。  

  占用許可の対象部分は、別途「占用許可申請書」、レイアウトをご提出くださ

い。             

HP掲載用/（記入例）イベント企画書.pdf


占用許可申請書 

 

公園事業に寄与し尚且つ大阪府の後援がある催しについて減免が受けられる場

合があります。 

 その他、実費負担をいただく場合があります。公園管理事務所にご確認くださ

い。 

 

3.キャンセルについて  

  キャンセルする場合はイベント中止が決まった時点で、可能な限り早く事前に

ご連絡ください。 

   

 

■ 行為許可実施条件  

1.実施可能日  

  １月４日から 12月 28日まで 

※ お花見シーズンや GW等、通常来園者が非常に多く見込まれる期間、その他

事象によりご利用いただけない日がございます。 

  

HP掲載用/（修正済み）カ（記入例）都市公園占用許可申請書.pdf


2.主催者の責務 

・行為を行うにあたっては、大阪府都市公園条例等の関係法令を遵守し、常に

善良なる使用者としての注意と責任をもって行ってください。 

・行為許可利用に関する苦情が出た場合、主催者が責任をもって対応してくだ

さい。 

    また苦情などが出た場合には、中止を求める場合があります。 

  ・行為許可利用中に事故などが発生した場合は、主催者が責任を持って対応す

るものとし、人的、物的損害に係る賠償責任は主催者の負担となります。 

  ・当日の問い合わせ対応者の明確化を行ってください。  

  ・公園施設、設備などに損傷、汚損が発生した場合には主催者の責任とし、原

状回復できない場合は別途請求をいたします。  

 ・主催者が持ち込んだ機材や備品等は、主催者の責任で管理してください。 

  ・主催者は、終了後に公園の原状回復義務を負うものとします。 

 ・多数の参加者が見込まれる場合は、安全対策やトラブルの未然防止について、

あらかじめ警察、消防、地元自治会等へ説明するなど、必要な対応をお願いし

ます。 

 ・必要に応じて、警備員、誘導員を配置するなど、混雑の防止および安全対策

に万全を期してください。 

 ・飲食物の調理や提供を行う場合は、食品衛生法に基づく営業許可や臨時出店

届が必要となります。申請者は、出店者等が必要な営業許可等を取得している

ことを必ず確認してください。 

  ・その他、主催者は施設利用に関する内容について公園管理者の指示に従って

ください。 

 

 3.一般利用者や周辺地域への配慮  

  ・公園の一般来園者や周辺地域に迷惑をかけることがないようにしてくださ

い。  

 ・行為にかかる来園者および近隣住民のトラブルについては、申請者の誠意を

もって対処し、解決してください。 

 ・行為に伴い来園者および近隣住民に対して事故等が発生した発生した場合

の対応や補償等についても、申請者の責任において誠意をもって対応してく

ださい。 

  ・ステージやブースなどは、一般来園者の通行の妨げにならないように動線を

確保したうえで配置してください。  

  ・必要に応じて機材の搬入出時の安全確保のため、必要数の警備スタッフを適

所に配置してください。 



4.交通整理 

  ・当施設利用に起因して発生する、周辺道路の混雑や違法駐車への対応は主催

者で行ってください。 

  ・公園には駐車場がありますが、数に限りがありますので公共交通機関の利用

の周知を行ってください。  

  

 5.車両乗入  

 ・原則園内への車両進入は禁止ですが、大型荷物搬入等車両乗入が必要な場合

は、必ず事前申請が必要です。 

 （占用許可申請が提出されている物件に限ります。） 

 ・車両乗入時は周辺利用者の安全を十分に配慮してください。  

・車両進入・退出ルート等については事前に管理者との協議が必要です。 

・イベント出店に関係の無い車両（搬入・搬出車両等）をイベント中、公園内

に停め置きすることはできません。 

  

 6.清掃  

 ・開催後、使用区域と周辺の清掃を行ってください。  

 ・ごみは主催者の責任で、当日に持ち帰って下さい。  

 ・飲食があるイベントは必ずごみ箱を設置し、看板などで来園者へごみ処理の

呼びかけを徹底してください 

 

■ 大泉緑地での禁止事項  

  本公園が多くの来園者に快適に利用されるよう、以下のように禁止事項を設

けています。 

  ただし、許可を受けて実施できる内容もあります。事前協議にてご相談くださ

い。 

 ・公園施設を壊したり、傷つけたり、落書きなどで汚したりすること 

 ・樹木の伐採、植物の採取  

 ・バーベキューエリア以外の場所でたき火（火気の使用）をすること 

 ・立ち入り禁止区域に立ち入ること 

 ・バイクの乗入  

 ・貼り紙、貼り札などの広告物を表示すること  

 ・土地の形状を変更すること 

・鳥獣を捕獲、または殺傷すること 

・他の来園者または近隣住民に著しく迷惑を及ぼすおそれのある行為をするこ

と 



■ その他必要な手続  

  行為許可の内容により、関係機関からの許可や関係機関への届出が別途必要で

す。 

  申請者はイベント開催日までに必要な許可・届出を済ませてください。  

 なお、主な窓口は以下の通りです。 

  

確認内容 関係機関 電話番号 

食品の提供 堺市保健所 072-222-9925 

火気器具などの使用 堺市北消防署 072-250-0119 

周辺道路の交通渋滞の対応 

（大規模イベントの警備計画届出や

通行禁止道路通行許可申請など） 

北堺警察署 072-250-1234 

※実施場所、内容によっては別の窓口への申請書提出が必要となる可能性もあります。 

 

 ※内容によっては上記以外にも手続が必要な場合があります。主催者にてご確

認ください。 

 


